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建設リサイクル法に関する
パトロールの実施について

－岡山県　岡山市　倉敷市　津山市　玉野市　笠岡市　総社市　新見市－

　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）は、循環型社会形

成と生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

　建設リサイクル法について、事業者や県民の理解と認識を深めるとともに、建築物の分別

解体や建設工事に係る再資源化等の徹底を図るため、県内一斉パトロールを年２回実施して

おり、本年１回目を６月に実施します。

　会員の皆様方におかれましても、建設リサイクル法をあらためて遵守いただきますようご

協力をお願いいたします。
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（「私たちの主張」（作文）を募集）

MAIL : jinzai@kensetsu-kikin.or.jp

jinzai@kensetsu-kikin.or.jp
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（経済センサス－活動調査実施のお知らせ）

https:www.e-census2026.go.jp/

https:www.e-census2026.go.jp/


6

建設業景況調査とは
・「建設業の景況調査」は、建設業の景気の現況と先行きを総合的に迅速かつ的確に把握することを

目的としています。
・「建設業景況調査結果」は、建設企業に対して実施した景気等に関する意識調査の結果を集計した

ものです。
・調査時期は、毎年３、６、９、12月です。
　　例：６月調査の場合、今期実績は４～６月、来期見通しは７～９月分です。
・データは「全国版」と「西日本各ブロック版（近畿・中国・四国・九州）があります。
・全国版は、北海道建設業信用保証㈱、東日本建設業保証㈱と西日本建設業保証㈱３社による合同

調査です。
B.S.I.について
　＜B.S.I.とは＞
　　　景気の先行きをみる上で、企業経営者の意識調査を行うことがあります。この建設業景況調

査は、景気等に関して個々の建設企業の意識調査を行ったものです。そして、この意識調査の
結果を数値化して表したものが、B.S.I.（ビジネス・サーベイ・インデックス＝景況判断指数）です。

　＜B.S.I.の求め方＞
　　　集計結果から、以下の方法によりB.S.I.が求められます。
        【回答企業構成比】
　　　（景況調査集計）（B.S.I.集計）

　＜B.S.I.の見方＞
　　　B.S.I.は「良い」「悪い」などの変更方向別回答数の構成比から全体趨勢を判断するものです。

すべての企業が「良い」と見ている場合、B.S.I.は50、逆は△50、すべてが「変わらず」の場
合は０となります。

　＜季節調整済のB.S.I.について＞
　　　「季節調整済み」とは、季節調整法により、毎年繰り返される季節的な変動を取り除いている

ことを示します。例えば、百貨店の売上げは、社会的慣習である中元や歳暮のシーズンには前
期比で大幅に伸びますが、この伸びは景気回復によるものなのか、あるいは単に中元・歳暮と
いう季節的な変動によるものなのか、よくわかりません。そこで、景気動向の趨勢を見るため
には、この季節的変動を取り除く必要があります。このため、本調査では、このような季節的
な変動をもった調査項目は、季節調整を行って表示しています。

良　　 い
やや良い
変わらず
やや悪い
悪　　 い
合　　 計

良　　 い

変わらず

悪　　 い

合　　 計
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45％
20％
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100％

25％

45％

30％

100％

B.S.I.
＝（「良い」と回答した企業割合－「悪い」と回答した
     企業割合）×1/2
＝（25 － 30）×1 ／ 2
＝△ 2.5

景況レポート（１月～３月）
西日本建設業保証㈱岡山支店

岡山県下建設業
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　１.  概　　観

Ⅰ. 岡山県の状況

　２.  地元建設業界の景気
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　２.  地元建設業界の景気

　１.  概　　観

中国地区の状況

地元建設業界の景気等詳細につきましては、こちらからご覧ください。
https：//www.wjcs.net/keikyo/

２０２５年度 第４回　中国

前期 今期 来期

項                  目 B.S.I.値 推移方向 B.S.I.値 推移方向 B.S.I.値
(前期比) (今期比)

(1) 業 況 等 ※ △  9.0 △  9.5 △ 12.5 

※ △  8.5 △  7.5 △ 13.5 

(2) 受 注 官 公 庁 工 事 ※ △ 10.0 △ 10.5 △ 14.0 

民 間 工 事 ※ △  4.5 △  5.0 △  8.5 

(3) 資金繰り ※   3.0   0.5 △  2.0 

  5.0   4.5   4.5 

(4) 金 融 ※ △  2.0   0.0 △  1.5 

 14.5  25.0  21.0 

(5) 資 材 ※ △  0.5 △  1.5 △  3.0 

 26.5  27.0  29.0 

(6) 労 務 ※ △ 25.5 △ 25.0 △ 25.5 

 25.5  23.5  26.5 

(7) 収 益 ※ △  4.5 △  8.0 △  9.5 
       (注) ・B.S.I.値のプラスは、良い、増加、容易、上昇の傾向を示す。
            ・B.S.I.値のマイナスは、悪い、減少、困難、下降の傾向を示す。
            ・表中の※印は、季節調整項目を示す。

地元建設業界の景気

受 注 総 額

資 金 繰 り

銀 行 等 貸 出 傾 向

短 期 借 入 金

短 期 借 入 金 利

資 材 の 調 達

資 材 の 価 格

建設労働者の確保

建設労働者の賃金

地元建設業界の景気

受 注 総 額

資 金 繰 り

銀 行 等 貸 出 傾 向

短 期 借 入 金

短 期 借 入 金 利

資 材 の 調 達

資 材 の 価 格

建設労働者の確保

建設労働者の賃金

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
12 12 8 4 6 6 6 4 3 1 0 4 2 3 3 7 14 13 13 13 12 15 14 13 10 11 12 11 12 11 9 9 7 7 9 8 6 10 9 9 12
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 5

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

月

年

・折れ線グラフは、Ｂ.Ｓ.Ｉ.(季調済)を示す。

・棒グラフは、回答企業の構成比（％）を示す。
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https://www.wjcs.net/keikyo/
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岡山県下公共工事の動向〈４月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建退共だより）

建退共のオンライン申請をご活用ください

①オンライン申請とは？
　オンライン申請とは、印刷をして建退共へ郵送していた各種申込・申請手続きを、データにより、

建退共の各支部へ提出を行う仕組みです。

　専用サイトにログイン後、必要事項を入力し、簡易的なエラーチェックを実施した上で、申請が

可能です。

　2025年10月に建退共電子申請サイトのリニューアルが行われ、従来より使いやすい仕様になり

ました。

②オンライン申請でできること（郵送物不要）
　・共済契約申込書（新たに拡充）

　・共済手帳申込書（従来より可能）

　・契約者証紛失届（同上）

　・共済手帳紛失届（同上）

※上記申請以外の、添付書類の提出が必要なお手続きに関しては、現行どおり、別途共済手帳等を

送付していただきます。

③オンライン申請　ログインページ
　https://kentaikyo-denshi.taisyokukin.go.jp/online-keiyaku/Y80110

　上記ＵＲＬから、初期登録⇒ＩＤパスワード取得⇒ログインする⇒申請という流れになります。

　※既に電子申請を利用している事業者様に関しては、新たに初期登録する必要はございません。

問い合わせ先：建退共岡山県支部
TEL 086-225-4133（電話受付時間：平日８時30分～17時　※12～13時は除く）

https://kentaikyo-denshi.taisyokukin.go.jp/online-keiyaku/Y80110
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（法律相談コーナー）

第191回　契約不適合の請求と立証のポイント
●相談内容●
　　

契約不適合責任とは

　納品された商品が契約の内容と適合しない場合、買主は売主に対して契約不

適合責任を追及できます。とはいえ、単に「壊れている」「不十分だ」という

だけでは足りません。適切な請求と、客観的な立証が必要になります。

期間制限

　契約不適合責任の追及のためには、法律上の期間制限があります。民法上、

不適合を知ったときから１年以内にその不適合を通知しなくてはなりません。

　もっとも、個別の契約でこの期間は変えられます。実務上、契約時を期間の

基準時にするもの、期間を半年とするものなどがあります。特に契約時を基準

時にすることは、施工側が責任から解放される時期がわかりやすくなります。

立証上の問題

　契約不適合責任を追及する側に主張立証責任がありますが、施工側も適切に

施工していることを主張できるに越したことはありません。

　契約不適合の追及をされるリスクを低減し、万が一の請求に備えるために

は、現場の可視化と記録の管理が不可欠です。

　まずは、打合せ記録と図面の徹底管理が必要です。追加・変更工事の際は、

必ず書面（メールや議事録）を残し、契約内容を常に最新の状態にアップデー

トしておく必要があります。

　施工プロセスの写真記録もあるとよいです。主要な工程ごとに施工写真を撮

影し、クラウド等で一元管理することで、数年後の不具合指摘に対しても契約

通りの施工であったことを客観的に証明できます。

　職務分掌による自主検収もあるとよいです。現場監督一人の判断に任せず、

社内の品質管理部門等によるクロスチェック（相互牽制）体制を整えること

が、初期段階での不適合防止に有効です。

適切な管理体制が会社を守る

　契約不適合責任への対応は、現場の担当者任せにすると会社の大きな弱みに

なりかねません。事前にどのような基準で施工し、どう記録を残すかという

ルールを明確にしておくことが、不当な請求を防ぎ、信頼を守ることにつなが

ります。

　契約書の条項見直しや、不具合発生時の通知書への対応、過去の施工トラブ

ルに関する法的評価などでお悩みがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産管
財人、民事再生監督委員、地方自治
体包括外部監査業務などを主に取
り扱う。

　施工した建物や工作物に、引き渡し後になって不具合（雨漏りや設備の動作不良など）が指摘されました。発注者から
補修や損害賠償を求められていますが、そもそもどのような場合に責任を負い、発注側は何を立証する必要があるので
しょうか。また、施工側としてはどのような準備をしておくべきでしょうか。
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（登録試験のお知らせ）

【建設業経理検定試験】

上 期 建設業経理士検定試験（１級・２級）

受 験 申 込
受 付 期 間

令和8年5⽉12⽇（⽕）〜6⽉11⽇（⽊）［消印有効］
申込書は５⽉12⽇（⽕）から配布いたします。

試 験 ⽇ 令和8年9⽉13⽇（⽇）

合格発表⽇ 令和8年11⽉13⽇（金）

下 期
建設業経理士検定試験（１級・２級）
建設業経理事務士検定試験（３級・４級）

受 験 申 込
受 付 期 間

令和8年11⽉10⽇（⽕）〜12⽉10⽇（⽊）［消印有効］
申込書は11⽉11⽇（⽕）から配布いたします。

試 験 ⽇ 令和9年３⽉14⽇（⽇）

合格発表⽇ 令和9年５⽉14⽇（金）

受 験 資 格 どなたでも、ご希望の級・科目から受験することができます。
ただし、１級（科目）と他の級の同⽇受験はできません。

申 込 書
配 布 場 所

⼀般社団法⼈ 岡⼭県建設業協会 TEL（０８６）２２５−４１３３
※インターネット申し込み、申込書郵送請求は下記実施機関にお問い合わせください。

１級（１科目） 8,120円  １級（２科目）11,420円  １級（３科目）14,720円
２級 ………  7,120円  ３級 ………  5,820円  ４級 ………  4,720円
２級・３級… 12,620円  ３級・４級… 10,220円

【建設業経理事務士特別研修】

特別研修につきましては建設業振興基金のホームページをご確認ください。
 https://www.keiri-kentei.jp/training/

【実施機関・お問合せ先】
   ⼀般財団法⼈建設業振興基金   TEL（03）5473−4581
   東京都港区⻁ノ門４−２−12   https://www.keiri-kentei.jp

令和8年度建設業経理検定

受 験 料
(消費税込)

※この特別研修は講習と検定試験とを組み合わせて実施するもので、研修最終⽇に行われる検定試
験に合格すると４級または３級建設業経理事務士の資格が取得できます。

https://www.keiri-kentei.jp/training/
https://www.keiri-kentei.jp
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

https://www.kyousaidan.or.jp/

https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）

建設業総合補償制度建設業総合補償制度建設業総合補償制度
のご案内のご案内のご案内

令和8年8月保険開始版

●団体のスケールメリットにより、個別加入と比較して割安な保険料になっています。
●建設業における賠償事故および工事対象物の損害を総合的に補償します。

共同企業体（JV）工事についても包括契約の対象になります。（被保険者の責任分のみ補償します。）
●保険料は全額損金処理できます。（令和4年12月現在）

●団体のスケールメリットにより、個別加入と比較して割安な保険料になっています。
●建設業における賠償事故および工事対象物の損害を総合的に補償します。

共同企業体（JV）工事についても包括契約の対象になります。（被保険者の責任分のみ補償します。）
●保険料は全額損金処理できます。（令和7年11月現在）

各工事の保険金額（＝請負金額）のいずれか低い額

この補償制度は「第三者賠償補償」、「工事補償（土木工事・建築工事・組立工事）」、「独自の見舞金制度」から成り立っています。一般社団法
人 岡山県建設業協会を保険契約者とする請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、施設所有（管理）者賠償責任保険、昇降機賠償責任
保険の団体契約と、土木工事保険、建設工事保険、組立保険の団体契約、労災見舞金・災害見舞金の見舞金制度に基づくものです。

これは、「建設業総合補償制度」の特徴を説明したものです。詳しくはパンフレットをご用意しておりますので上記にお問合わせください。 B26-900076  承認年月：2026年4月

●第三者賠償補償●第三者賠償補償●第三者賠償補償
●工事補償●工事補償●工事補償（　　　　・　　　　・　　　　）（　　　　・　　　　・　　　　）（　　　　・　　　　・　　　　）土木工事土木工事土木工事 建築工事建築工事建築工事 組立工事組立工事組立工事

補償内容がさらに拡充されました！　ぜひご加入をご検討ください！

（生産物賠償事故については、1事故限度額が保険期間中の支払限度額となります。）

使用人等に対して行った不当な処遇やハラスメントなどの不当行為、または第三者に対して行ったハラスメントに起因する損害賠償責任を補償します。

※通常の地盤崩壊危険補償特約で対象とならない損害につき保険金をお支払いする
　「地盤崩壊危険補償特約（ワイド補償）」や「（ワイドプラス補償）」もございます！
　詳細はパンフレットをご覧ください。

一般社団法人 岡山県建設業協会会員の皆様へ

（生産物賠償事故については、1事故限度額が保険期間中の支払限度額となります。）（管理財物の損壊を含む）

1億円

1億円

1名につき 3億円1事故につき

1事故につき

1事故につき

1事故につき

（身体賠償・財物賠償それぞれ）3万円
（免責金額1事故につき５万円）または500万円1事故、保険期間中

1事故、保険期間中 1,000万円 または2,000万円
5万円

5,000万円 または1億円、2億円、3億円1回の災害および保険期間中

充実の補償内容主な補償内容〈支払限度額〉

地盤崩壊危険補償特約（オプション）

使用者賠償責任補償特約（オプション）

雇用慣行賠償責任補償特約（オプション）

（または、3,000万円、5,000万円、3億円、5億円、10億円）

（または5億円、10億円）（または2億円、3億円）

支払限度額・免責金額

2,000万円1事故かつ1工事期間中につき

※工具は、保険期間中１００万円まで。（建設工事保険のみ補償）

＊100万円か150万円のいずれかを加入時にご選択いただきます。

各工事の保険金額（＝請負金額）

充実の補償内容

もしくは

険
保
事
工
木
土

険
保
事
工
設
建

険
保
立
組

）
険
保
害
損
（償
補
償
賠
者
三
第

身体賠償

財物賠償

免責金額（自己負担額）

借用・支給財物損壊補償

財物賠償

免責金額（自己負担額）

支払限度額

１事故あたりの
支払限度額

１事故あたりの
免責金額（自己負担額）

１工事あたりの
支払限度額

１事故あたりの
免責金額（自己負担額）

RENTAL

（1）火災、落雷、破裂・爆発の場合：０円
（2）（1）以外の事故による場合：１０万円

（1）火災、落雷、破裂・爆発の場合：０円
（2）盗難の場合：１０万円
（3）（1）（2）以外の事故による場合：１0０万円または１5０万円１5０万円

1,000万円

●年間包括契約であり、予め定められた工事および業務のすべてが補償の対象となるので、保険の加入忘れがありません。

三井住友海上火災保険株式会社
岡山支店 岡山第一支社

引受保険会社

03-5408-1909
株式会社 建設産業振興センター
東京都港区虎ノ門4-2-12

制度幹事代理店

一般社団法人 岡山県建設業協会
086-225-4133

お問合わせ先
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（岡山県からのお知らせ）

自転車月間について自転車月間について

岡山県・岡山県交通安全対策協議会

「自転車は車の仲間。ルールを守って乗りましょう！」
～５月は自転車月間です～

　岡山県内における令和７年中の自転車乗車中人身事故について、死者数は前年の11人から５人へと減少しまし

た。しかし、人身事故件数及び負傷者数は増加しており、自転車をめぐる交通事故情勢は依然として厳しい状況

が続いています。

　自転車は、環境に優しく、便利な乗り物ですが、車の仲間です。本年４月から自転車の交通違反にも車と同様

に、交通反則通告制度、いわゆる「青切符制度」の適用が開始されました。自転車の運転者も責任を持って交通

ルールをしっかり守ることはもちろん、歩行者や他の車両の迷惑にならないよう安全に利用してください。乗車

前には、ブレーキのきき具合やライトの点灯状況、反射材が付いていることなどを確認してください。

　令和５年４月から道路交通法が改正され、自転車乗車時のヘルメットの着用は努力義務となっています。ヘル

メットを正しく着用した場合、非着用時と比べて交通事故による致死率が減少します。万が一の事故に備え、被

害軽減を図り、命を守るため、必ずヘルメットを着用してください。

　また、自転車が加害者となる交通事故により、裁判において、高額な賠償命令が出される事例が多くみられま

す。岡山県では、条例で自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されています。万が一の加害事故に備え、自

転車損害賠償責任保険等へ加入しましょう。

＜自転車安全利用五則＞

　１　車道が原則、左側を通行

　　　歩道は例外、歩行者を優先

　２　交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

　３　夜間はライトを点灯

　４　飲酒運転は禁止

　５　ヘルメットを着用
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8. 4.10

8. 4.16

8. 4.23

定例監査

正副会長会

理事会

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp
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